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１－１ 策定にあたっての国の背景

本方針の策定にあたり、国においては地方自治体のＤＸ推進のための基本計画である

「デジタル・ガバメント実行計画(2020年改訂)」、「自治体デジタル・トランスフォー

メーション（ＤＸ）推進計画」が策定されました。

これらの計画に加え、令和３年度のデジタル庁の創設や「デジタル社会形成基本法」、

「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」等のデジタル改革関連法が成立、公

布されるとともに、同年６月にはデジタル社会の実現に向けた重点計画が閣議決定されま

した。

この中では、デジタル化の基本戦略として「デジタル社会の実現に向けた構造改革」及

び「デジタル田園都市国家構想」の実現が掲げられています。

こういった国の動向に加え、現在も世界的に流行している新型コロナウイルス感染症に

より「密」を回避するための行動や、働き方等の変容がわれわれの意識や行動の変化をも

たらす中、テレワークやオンライン会議、キャッシュレス決済など「新しい生活様式」へ

の対応が求められるようになりました。

今回、前述の関連法や国の計画、生活様式の変様を踏まえ、今後はデジタルの活用によ

り、行政においては制度や組織の在り方をデジタル化に合わせて変革しながら、行政サー

ビスのさらなる向上を図り、一人一人のニーズに合ったサービスを選ぶことができ、ひい

ては多様な幸せが実現できる社会～誰一人取り残さない社会、人に優しいデジタル化～の

構築を行う必要があります。

１－２ 方針策定にあたっての町の背景

本町においては、庁内業務システムのクラウド化、県内外９自治体(令和４年３月現在)

との共同運用により窓口業務等の効率化、改善を行ってきました。

しかしながら、より高い公平性を追求した中で繰り返される法改正等への対応や業務の

複雑化による人的不足、制度改正によるシステム改修による財政負担の増大など、さまざ

まな面において今後の住民サービスの低下が懸念されています。

通信環境面においては、平成１９年度に実施した地域情報通信基盤整備事業により、町

内全域に光ファイバーと同軸ケーブル(HFC方式※１)によるケーブルテレビ、インターネ

ット伝送路を整備し、町内全域でケーブルインターネットサービスの提供を開始しました。

しかしながら、近年での情報通信技術の発展、特にパソコンやスマートフォンなどの普

及は社会生活に大きな変化をもたらし、世帯に1台から1人に1台といった世帯から個人へ

のコミュニケーションツールとして、現在では大容量、高速通信が可能なインターネット

サービスは必要不可欠となりました。

このため、令和３年度には町内全域で通信設備の光ファイバー化(FTTH方式※２)事業

を実施し、各家庭での超高速インターネットサービスを開始しました。

第１章 基本方針の策定にあたって
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今回、このような背景を踏まえ、自治体が担う行政サービスについて、国が進める標準

準拠システムの導入や前述の通信環境、デジタル技術やデータを活用しながら住民の利便

性を向上するとともに、業務の効率化を図るため、本町におけるデジタル技術を活用した

社会変革の基本的な考え方を示すためのデジタル・トランスフォーメーション(以下DX)

※3基本方針を策定することとしました。

※１ HFC ケーブルテレビ配線方式のひとつ。幹線を光ファイバーにより整備し、

光信号から電気信号に変換、同軸ケーブルにより伝送する方式。

※２ FTTH ケーブルテレビ配線方式のひとつ。各家庭を光ファイバーにより接続し

従来のHFC方式に比べデータの大容量、高速伝送を可能にした。

※３ デジタル・トランスフォーメーション

デジタル技術を社会生活の課題解決や新しい創造、価値につなげること

１－３ 町としてのDXの進め方

①デジタイゼーション(Digitization)

人の手業などによるアナログなもの、紙媒体などの物理

的なものをデジタル化することにより効率化を目指す。

※供覧資料の電子化・紙の電子保存によるペーパーレス

化、テレワーク・オンライン会議、研修など…

②デジタライゼーション(Digitalization)

業務手順、業務構造をデジタル化することにより行政

サービスの変革、効率化を目指す。

※AIの活用や業務の自動化(RPA)、行政手続きのオンラ

イン化など…

③デジタル・トランスフォーメーション

(Digital Transformation)

住民目線での社会課題の解決

※鳥獣害による農作物の被害の防止、公共交通問題の解

決など…

既
存
の
事
業
の
効
率
化
・
最
適
化

組織や
サービス
モデルの
変革

「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と包摂性※のある社会の実現
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２－１ 本町が掲げる基本目標

本町では総務省が定める「自治体デジタル・トランスフォーメーション（以下ＤＸ）推

進計画」に基づき、「行政サービスの向上・高度化」、「業務・システムの効率化」、

「情報セキュリティ対策の実施状況」、「デジタルデバイド対策」、「テレワークの導

入」や「人工知能(以下AI)の活用、業務自動化による生産性の向上(以下RPA)」６重点項

目を中心に以下の項目に取り組むこととします。

また、本町が国へ提案した「スーパーシティ」構想と、国から指定を受けた「デジタル

田園健康特区」および、国が推進する「デジタル田園都市国家構想」を踏まえつつ、今後

さまざまな行政サービスの提供を検討していきます。

第２章 基本目標および方針

本町におけるＤＸの取組内容

※太字は総務省が定める推進計画の重点取組事項

デジタル田園都市国家構想による取組
デジタルの力で、地方の個性を活かしながら社会課題の解決と魅力の向上を図る

基本目標 施 策 分 野 具 体 的 な 施 策 （ 第 ３ 章 ）

現在のシステムの最適化

新たなシステムの構築

行政サービスデジタル化

の推進

①標準システムの導入・運用

②テレワーク・オンライン会議の

環境の整備、普及促進

③AI・RPAの利用推進

④セキュリティ対策の徹底

⑤行政手続のオンライン化

⑥マイナンバーカードの普及活用

の促進

⑦BPRの取り組み

⑧地域社会のデジタル化

⑨デジタルデバイド対策

⑩オープンデータの推進

住民サービ

ス向上、地

域活性化の

ためのデジ

タル化

(生活のDX)

行政効率化

のためのデ

ジタル化

(自治体DX)
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２－２ 方針の位置づけ

本方針は国や県が定める計画や町の最上位計画である「第２次吉備中央町総合計画基本

構想・後期基本計画」内に掲げる施策を展開していくための方針とします。

２－３ 方針の対象期間

本方針は、総務省の定める推進計画に基づき２０２３年３月から２０２６年３月までを

対象期間とします。

また、本方針については、今後の国の方針や取組状況に基づき適宜見直しを含めて再検

討するとともに、必要に応じて改定を行うこととします。

２－４ 方針を進めるにあたっての組織体制

本方針を進める組織体制について、ＤＸ推進部門である企画課を事務局にＤＸを推進し

ます。

推進にあたっては、吉備中央町情報処理システム管理運営規則に則り、最高情報処理統

括責任者である副町長をはじめ、情報統括管理者である企画課長のもと、DXの推進を行い

ます。

また、業務のプロセスや現場の課題を把握するため、本規則に則り、各業務担当部門に

おいて１名づつ「情報処理委員」が任命されています。

これらを活用し、ＤＸ推進部門と各業務担当部門の委員で構成される「情報処理委員

会」において、全庁横断的に緊密な連携、協力を図りながら、課題の洗い出しを行い、新

たなサービスの構築や課題解決に取り組みます。

組 織 体 制 図

情
報
処
理
委
員
会

町 長

最高情報処理統括責任者(副町長)

企画課(事務局・DX推進担当部門)
情報処理総括管理者(企画課長)

情報処理総括補助者(企画課情報政策班長)

情
報
処
理
委
員

情
報
処
理
委
員

情
報
処
理
委
員

情
報
処
理
委
員

情
報
処
理
委
員

情
報
処
理
委
員

情
報
処
理
委
員
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第３章 具体的な施策

３－１．行政効率化のためのデジタル化(自治体DX)

①標準準拠システムの導入・運用

本町が利用する業務システムにおいて、既に標準準拠システムを採用している業務

もありますが、以下の地方公共団体情報システムの標準化に関する法律に定められて

いる２０分野の業務についても順次標準化を検討、移行することで、運用や制度改正

による費用の減少を図りつつ、業務の効率化に努めます。

システム名
システム利用

の有無

標準化利用

の有無
備 考

住民基本台帳 有 有

印鑑登録 有 有

選挙人名簿管理 有 有

固定資産税 有 有

個人住民税 有 有

法人住民税 有 有

軽自動車税 有 有

国民健康保険 有 済 令和３年度標準システム運用開始

国民年金 有 有

障害者福祉 有 有

後期高齢者医療 有 有

介護保険 有 有

児童手当 有 有

生活保護 無 無 県民局が担当

健康管理 有 有

就学 有 有

児童扶養手当 無 無

子ども・子育て支援 無 無

戸籍 有 有

戸籍の附票 有 有

標準化を検討推進する２０業務の一覧

2022年度
(令和４年度)

2023年度
(令和５年度)

2024年度
(令和６年度)

2025年度
(令和７年度)

課題や業務フローの洗い出し

運用開始

取組スケジュール

業務との比較分析・環境整備
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②テレワーク・オンライン会議の環境の整備、普及促進

テレワークは、ＩＣＴを活用することで、時間や場所を有効的に選択、活用するこ

とで、職員一人ひとりに合った多様な働き方の実現だけでなく、勤務にあたって制約

を抱える職員も能力を発揮することができ、「働き方改革」を今後進めていく上で重

要なものとなってきています。

本町においては、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)が提供するシステム等によ

り環境構築を行っていますが、民間事業者の提供するテレワークの仕組みも検討しな

がら、今後のシステム標準化、行政手続オンライン化による業務手順の洗い出しなど

と併せて、テレワークの導入、運用を行っていきます。

オンライン会議については庁舎内では環境を整備済ですが、公共施設において環境

整備が必要な場所については、適宜整備を行います。

会議等では、資料の画面上での共有など、ペーパーレス化を進めていきます。

2022年度
(令和４年度)

2023年度
(令和５年度)

2024年度
(令和６年度)

2025年度
(令和７年度)

取組スケジュール

環境整備・構築、運用可能な業務の洗い出し・運用の拡大

③AI※１・RPA※２の利用促進

少子化による急速な人口減少と高齢化、行政においては業務、制度の複雑化により人

員不足となっている社会環境の変化の中においても住民が健康で文化的な生活を送るた

めに自治体には安定した住民サービスの提供が求められています。そのためには業務の

単純作業の自動化、効率化などにより、業務の負担軽減を行う必要があります。

本町においては、AIによる議事録作成システムを導入済ですが、今後の標準準拠シス

テムの導入化、行政手続オンライン化による業務手順の洗い出しなどと併せて、大量に

ある単純作業の作業負荷の低減が図ることができるAI-OCR(文字認識)等のシステム導

入を検討していきます。

※１ 人工知能(Artificial Intelligence)の略。言語理解や文字の解読など、問題解決に

おける知的行動をコンピューターにさせること。

※２ ロボティック・プセスオートメション(Robotic Process Automation)の略。

日常で行われている事業の過程を分析し、設定された過程を自動化することで省

力化、効率化を図ること。

2022年度
(令和４年度)

2023年度
(令和５年度)

2024年度
(令和６年度)

2025年度
(令和７年度)

取組スケジュール

運用可能な対象業務の洗い出し・システムの導入
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④セキュリティ対策の徹底

本町においては業務セキュリティ向上のためLGWAN※1環境とインターネット分離

(平成26年度・ネットワークの三層分離)や、資産管理ソフトウェア導入、岡山県が実施

するセキュリティクラウドへの参画(平成29年度)など、セキュリティ対策※図１につい

て徹底を行ってきました。

今後は標準準拠システム導入などを見据え、デジタル庁および総務省がこの取組と併

せて定める地方公共団体のガバメントクラウド※2利用のための新たなセキュリティ対

策の方針を踏まえながら、本町においても、引き続きセキュリティ対策の徹底を行いま

す。

図1 情報システム全体の強靭性の向上

(出典)総務省HP：地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン(令和４年３月改定)

※１ 地方公共団体専用ネットワークの略（Local Government Wide Network）

※２ 政府共通全国共通のクラウド基盤。標準準拠システム導入と併せて活用すること

でセキュリティが堅牢かつ、コスト効率の高いシステム運用が可能となるもの。

2022年度
(令和４年度)

2023年度
(令和５年度)

2024年度
(令和６年度)

2025年度
(令和７年度)

取組スケジュール

国の方針に合わせて引き続きセキュリティの見直し、徹底を継続する



３－２．住民サービス向上、地域活性化のためのデジタル化(生活のDX)

➄行政手続きのオンライン化

これまで住民の利便性の向上や業務の効率化効果が高いと考えられる21の手続をオ

ンライン利用促進対象手続として位置づけた「オンライン利用促進計画」や、2016

年の官民データ活用推進基本法及び2019年のデジタル手続法(以下の図１参照)など

を受け2020年3月、「オンライン利用促進指針」が改訂され、自治体における申請・

届出等手続の更なるオンライン利用の促進に向けた基本的な考え方が示されました。

これに加え、新型コロナウイルス感染症の拡大後には、「自治体DX計画」において、

原則、全自治体で、特に国民の利便性向上に資する31手続について、マイナンバー

カードを用いてオンライン手続を可能にすることが示されました。

今後はこれらの手続について本町も対応を行うとともに、利用の促進を図り、他の

事業についても引き続きオンライン化等により町民の手続の選択肢を広げながら、簡

略化、省略化を検討していきます。
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（出典）首相官邸ホームページ

図１

2022年度
(令和４年度)

2023年度
(令和５年度)

2024年度
(令和６年度)

2025年度
(令和７年度)

取組スケジュール

オンライン手続が可能な業務の利用促進、新たな運用可能な業務の拡大

システムの構築



⑥マイナンバーカードの普及促進

前項➄にある行政手続オンライン化や窓口のデジタル化とあわせ、マイナンバー

カードを利用した本町の取り組みによる町民の利便性の向上に加え、国の施策※図１

によるマイナンバーカードの付加価値増大によるメリットを町民が享受できるよう、

マイナンバーカードの普及促進活動を行います。

普及促進にあたっては、休日や時間外の申請、交付、出張受付などのサポートを実

施するとともに、各種SNS※1(LINE等)によるPRを行います。

※1 ソーシャルネットワークサービスの略。LINEやfacebookなどインターネット上

で社会的なつながりを構築するためのサービス。

図１マイナンバー制度利活用に関する国の施策

(出典) デジタル社会実現に向けた重点計画(令和４年６月閣議決定)デジタル庁ホームページ
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2022年度
(令和４年度)

2023年度
(令和５年度)

2024年度
(令和６年度)

2025年度
(令和７年度)

取組スケジュール

マイナンバーカードの普及及び活用可能なサービスを検討する
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⑦BPR※１の取り組み

行政サービスを最初から最後までデジタルで完結させるために不可欠とされるデジ

タル３原則※２を基本として、次のような対応を行います。

また、新型コロナウイルス感染症の拡大防止や「新しい生活様式」への対応に向け

書面・押印・対面規制の見直しを含め、本町においてもデジタル化を検討します。

押印を必要とする手続については、既にオンライン化されている手続と併せて、電

子署名を活用したオンライン利用の拡大も検討します。

検討にあたっては、③AI・RPAの項目も踏まえつつ、利用促進も併せて検討しなが

ら、町民の利便性向上と併せて職員の省力化、効率化を目指します。

※１ ビジネス・プロセス・リエンジニアリング(Business Process Reengineering)

の略。既存の組織や業務について、業務過程などの視点で見直しを図り、効率

化、適正化を行うこと。

※２ デジタル３原則

①デジタルファースト…個々の手続・サービスが一貫してデジタルで完結すること。

②ワンスオンリー…一度提出した情報は、二度提出することを不要とすること。

③コネクテッド・ワンストップ…複数の手続などをワンストップで実現すること。

2022年度
(令和４年度)

2023年度
(令和５年度)

2024年度
(令和６年度)

2025年度
(令和７年度)

取組スケジュール

国の方針に合わせて業務手順の見直し、オンライン化を検討する

⑧地域社会のデジタル化・⑨デジタルデバイド対策

⑩オープンデータの推進(データ連携基盤)

令和４年４月１２日に閣議決定されたデジタル田園健康特区の指定を受け、デジタ

ル技術を活用し、本町の課題解決や魅力向上の実現に向けて、他の地域等で既に確

立されている優良モデルを活用した実装の取組や、各サービスを連携するデータ連携

基盤の構築、本町への新たなひとの流れを創出する取組等を行います。

今年度からは「交通DX実装プロジェクト」( ※イメージ図１参照)および「鳥獣対

策DX実装プロジェクト」( ※イメージ図2参照)に取り組み、公共交通及び農林業分野

のDXの推進を図っています。

さらに住民に対して実施した「Well-being」調査では「医療・健康」、「買い物・

飲食」、「移動・交通」等の日常生活に直結する分野の改善・充実が本町の重点課題

として浮き彫りになりました。

それらを解決する取り組みとして「誰一人取り残さないエンゲージメント・コミュ

ニティの創生」( ※イメージ図3参照)を将来像として掲げ、産学官連携のもと、取り

組みを行います。
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イメージ図１ 交通DX実装プロジェクト概要

またこれらの取り組みとあわせて、移動通信環境(５G等)の改善など、キャリア事

業者への要望を行っていきます。

イメージ図２ 鳥獣対策DX実装プロジェクト概要

2022年度
(令和４年度)

2023年度
(令和５年度)

2024年度
(令和６年度)

2025年度
(令和７年度)

取組スケジュール

2022年度
(令和４年度)

2023年度
(令和５年度)

2024年度
(令和６年度)

2025年度
(令和７年度)

取組スケジュール

実 装 運 用

実 装 運 用
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A 救急医療分野

救急搬送時の患者の情報を受入れ先の病院にデータ転送し、迅速な医療行為に

繋げる取り組み。

B 母子保健・児童の見守り

母子健康手帳のデジタル化、歯科クラウドサービスを構築し、子育て世代の

負担軽減を図り、子育てしやすい環境を整備する取り組み。

C 介護・高齢者見守り・移動

スマートフォンやタブレット端末を用いて、高齢者等の日々の健康状態を

把握し、日常生活の不便さを解消する取り組み。

D データ連携基盤

各先端的サービスを一つのアプリから使用できるように連携させ、サービスの

活用状況を本町及び参画事業者間で共有できる基盤を構築する取り組み。

E インクルーシブ・スクエアの設立

町民の困りごとの相談窓口、また、本事業に係る一元的窓口体制を構築する

取り組み。

イメージ図3 誰一人取り残さないエンゲージメント・コミュニティの創生概要
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年 度
2022年度
(令和４年度)

2023年度
(令和５年度)

2024年度
(令和６年度)

2025年度
(令和７年度)

救急医療分野

母子保健・児童の見守り

介護・高齢者見守り・移動

データ連携基盤

インクルーシブ・スクエ

アの設立

取組スケジュール

実 装 運用・機能拡張

実 装 運用・機能拡張

実 装 運用

実 装 運用・機能拡張

設立準備 運用



町民本位・町民
視点を大切に

誰一人
取り残さない

できない理由
を述べない

失敗を
責めない

データ、事実、
結果に基づく

目的と手段を
取り違えない

言葉や他者に
踊らされない

本当の
価値とは

Code of conduct

デジタル変革のための行動規範

行動＆挑戦

自治体DXは誰もが見ぬ道です。
みんなにとって魅力のある
吉備中央町を目指しましょう！

職員本位だけでなく、町
民接点、町民体験の向上
に努めましょう。
また、顧客本位（町外の
方々）も意識しましょう。

共生社会の観点から、す
べての町民や職員がDX
の恩恵を受けられる環境
づくりをしましょう。

行動や挑戦には、時とし
て失敗が伴います。挑戦
した者を讃え、失敗は共
有して分析し、改善のプ
ロセスを繰り返しながら
次に活かしましょう。

できない理由ではなく、
できる理由を考えて行動
しましょう。（町民を行
政や制度の都合に合わせ
ない）

どんなに重厚な戦略や計
画を組んでも、結果が伴
わなければ意味がありま
せん。
試行錯誤しながら、リス
クを恐れず、挑戦しまし
ょう。

前例にとらわれず、真に
行政が目指すべき本当の
「価値」を模索するとと
もに、サービスを届ける
ターゲットを常にイメー
ジしましょう。

目先の判断はせず、迷っ
たら同僚などに相談しま
しょう。
また、流行り言葉は注釈
をつけて活用しましょう。

過去のデータ等、証拠に
基づく政策立案を行い、
どのような成果を目指し
ているかを認識しながら
取り組みましょう。

手段が目的化しないよう
に、今の行動が何のため
にあるのかを考えて行動
しましょう。


